
 庁議付議事案書  

                              開催・令和７年３月２６日 

 所管部課 まちづくり部 都市づくり課  部長 金子 秀之  

件 名 
東大和市立地適正化計画策定懇談会設置要綱について 

  区分  １審議事項 〇 ２報告事項 

関 

係 

事 

項 

 条例 

 規則 

 

 部課 

 機関 

 

１．要 旨 

東大和市立地適正化計画の策定に当たり、有識者、関係機関、市民等の意見を反映させ

るために、東大和市立地適正化計画策定懇談会を設置するものである。 

 

（１）所掌事務 

東大和市立地適正化計画の策定に関する検討を行い、意見を述べる。 

（２）構成等 

・学識経験者       ３人以内 

・関係機関及び関係団体  ８人以内 

・公募による市民     ２人以内 

※必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。 

※懇談会の庶務は都市づくり課で処理する。 

（３）施行日 

令和７年４月１日から施行する。 

※懇談会の設置期間は、立地適正化計画の策定事務が終了するまでとする。 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

 

 ３．留意事項（問題点等） 

   『公募による市民』については、選考要領等を制定のうえ、以下の日程で選考予定。 

令和７年４月１日  市報、市公式ホームページにて募集開始 

    ４月中旬  申込書・作文（応募の動機）提出締め切り 

    ５月上旬  選考委員会開催 

    ５月下旬  選考結果通知 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議報告後、速やかに要綱制定の事務手続きを進めたい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


